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社協

こ お り や ま 社 協 ニ ュ ー ス

toiro
みんな違ってみんなイイ！地域共生社会をめざす十人十色の広報紙

12

特  集 民生委員・児童委員・主任児童委員についてご紹介！

１２月１日から１２月３１日まで、歳末たすけあい運動がスタートします。共同募金運動の一環である歳末たすけあい
運動は、郡山市内で集められた募金を全額郡山市内の福祉団体や福祉事業のために役立てることのできる募金で
す。みなさまの温かいご協力をよろしくお願いします。

(クリスマス会)しんちゃんふぁーむ

＼地域の中の交流事業や見守り活動に役立てられています！／

(見回り事業)郡山地区社協赤木支部

赤い羽根共同募金
はオンラインで寄付
ができます！

＼募金の使い道はWEBで公開中！／

郡山市

ホームページ

公式SNS活動中！

社会福祉協議会

社協の活動を
是非ご覧ください！

お知らせ ・歳末たすけあい運動が1２月1日からスタートします

・高齢者作品展が開催されます！

開催期間令和7年12月20日･21日･23日

令和7年度 第2回成年後見セミナーのお知らせ
｢知って安心！任意後見制度の基礎知識」

日  時：令和８年２月１８日(水) １３：３０～１５：１５ (開場１３：００)
開  場：郡山市総合福祉センター ５階 集会室

(郡山市朝日１丁目２９－９)
内  容：講演 「知って安心！任意後見制度の基礎知識」 

 公証人 遠藤 伸子さん
対     象：任意後見制度に関心がある市民
参  加  費：無 料
定  員：７０人(事前申込先着制)
申込方法：グーグルフォーム(https://x.gd/cJzUZ)

にて１月２８日(水)までにお申し込みください。
グーグルフォームの申込が難しい場合はTELもしくは
FAXにてお申込みください。

申込期間：令和８年１月５日（月）～１月２８日（水）まで
お問い合わせ：郡山市成年後見支援センター

TEL ０２４－９８３－１５５７

↑参加申込は令和８年
１月５日（月）から受付
開始となります

令和7年度の第１回
セミナーの様子

～就労準備支援事業の相談はこちら～

◆お問い合わせ
郡山市社会福祉協議会 自立支援相談窓口 TEL 024-932-5311

◆サポート内容
・個人面談、個別ワークの実施
・専門機関との連携、同行支援
・各種講座の開催
（例：ビジネスマナー講座、農業体験講座など）
・企業見学、職場体験の機会提供 …など

都道府県・指定都市・中核市から推薦のあったエイジレス・
ライフを実践する47名、社会参加活動を行う50団体の中から
内閣府に置かれた選考委員会の案を踏まえ、今年度のエイ
ジレス・ライフ実践事例32名、社会参加活動事例32団体が選
ばれました。
郡山市では社会参加活動事例にボランティアセンターの登
録団体である拡大写本 郡山かわずの会と視覚障がい者支
援ボランティアグループくるみ会が決定されました。

くるみ会様、郡山かわずの会様が

社会参加活動事例に決定されました！

赤木保育所の園児のみなさんが

街頭募金に協力してくれました！

歳末たすけあい運動がスタートします

一人ひとりの状況に寄り添いながら、

つながり ささえあう みんなの地域づくり

伝達式の様子

就職に向けたステップ

まずはお気軽にご相談ください。

一緒に考えていきます。「働くこと」への一歩を、ここから始めて

みませんか？

ビジネス講座の様子

農業体験講座の様子

伝
達
式
の
様
子↓

https://x.gd/cJzUZ


今
回
は
、
「
社
協
」
の
お
仕
事
を
紹
介
す
る

た
め
に
、
２
人
の
職
員
に
普
段
の
仕
事
に
つ
い

て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
み
ま
し
た
！

イ
ベ
ン
ト
情
報

【
民
児
協
の
部
会
に
つ
い
て
】

厚
生
労
働
大
臣
が
委
嘱
し
、
そ
の
身
分
は
「  

非
常
勤
の

特
別
職
の
地
方
公
務
員
」で
、
任
期
は
３
年
で
す
。

ま
た
、
民
生
委
員
は
児
童
委
員
を
兼
ね
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
民
生
委
員
・児
童
委
員
は
、
無
報
酬
で
地
域
福
祉
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

【
民
生
委
員
・児
童
委
員
と
は
】

主
任
児
童
委
員
は
、
子
ど
も
や
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
を

専
門
に
担
当
し
ま
す
。
ま
た
、
関
係
機
関
等
と
児
童
委
員

と
の
連
絡
調
整
や
、
児
童
委
員
の
活
動
に
対
す
る
援
助
・

協
力
を
行
い
ま
す
。

身
分
や
任
期
な
ど
は
民
生
委
員
・児
童
委
員
と
同
一
で

す
。

【
主
任
児
童
委
員
と
は
】

民
生
委
員
・児
童
委
員
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す

民
生
委
員
・児
童
委
員
は
単
な
る
相
談
窓
口
で
は
な
く
、

地
域
社
会
を
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
行
政
と

住
民
の
中
間
に
立
ち
、
情
報
を
的
確
に
伝
え
た
り
、
制
度

の
「  

隙
間
」を
埋
め
た
り
す
る
役
割
は
、
制
度
が
複
雑
化

す
る
現
代
に
お
い
て
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
域
住
民
と
の
継
続
的
な
関
係
を
築
く
こ
と
で
、

課
題
の
早
期
発
見
・早
期
対
応
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
見
守
り
活
動
を
通
じ
て
安
心
感
を
生
み
出
し
、
孤

立
や
虐
待
、
貧
困
の
連
鎖
を
防
ぐ
効
果
も
期
待
さ
れ
ま
す
。

特
に
、
妊
産
婦
へ
の
支
援
、
子
育
て
や
障
が
い
児
支
援
の

分
野
で
は
、
行
政
だ
け
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
き
め
細

や
か
な
支
援
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
中
で
顔
が

見
え
る
関
係
性
を
も
つ
民
生
委
員
・児
童
委
員
の
存
在
は

社
会
的
に
も
非
常
に
重
要
な
も
の
で
す
。

民
生
委
員
・児
童
委
員
の

地
域
に
お
け
る
役
割

民
生
委
員
・児
童
委
員
の
皆
さ
ん
は
、
郡
山
市
内
34
の
方

部
に
分
か
れ
て
各
方
部
で
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

ら
の
方
部
が
集
ま
り
郡
山
市
民
生
児
童
委
員
協
議
会
連

合
会
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
こ
の
連
合
会
は
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
活
動
の
推
進
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

活
動
企
画
調
整
部
会
と
児
童
福
祉
活
動
部
会
と
呼
ば
れ

る
、
２
つ
の
部
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

活
動
企
画
調
整
部
会
は
、
専
門
知
識
の
習
得
や
リ
ー

ダ
ー
養
成
に
つ
な
が
る
研
修
等
の
企
画
立
案
・実
施
運
営

を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
介
護
保
険
に
つ
い
て
の
研
修

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

児
童
福
祉
活
動
部
会
は
、
子
育
て
家
庭
の
支
援
や
、

児
童
虐
待
や
犯
罪
被
害
等
か
ら
守
り
、
主
任
児
童
委
員
の

活
動
に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

過
去
の
実
施
例
と
し
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
に
つ
い
て

視
察
研
修
会
を
通
じ
て

他
県
と
も
交
流
し
て
い
ま
す

郡
山
市
民
生
児
童
委
員
協
議
会
連
合
会
で
は
、
他
県
と
の

視
察
研
修
を
通
じ
て
、
情
報
の
交
換
や
交
流
を
行
っ
て
い
ま

す
。令

和
６
年
度
に
は
新
潟
県
長
岡
市
の
民
生
委
員
の
皆
さ
ん

が
お
越
し
に
な
り
、
東
日
本
大
震
災
当
時
の
具
体
的
な
支

援
活
動
や
震
災
以
降
の
地
区
の
見
守
り
活
動
等
に
つ
い
て
意

見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

令
和
７
年
度
に
は
東
京
都
渋
谷
区
の
民
生
委
員
の
皆
さ
ん

を
招
き
、
災
害
時
及
び
平
時
の
民
生
委
員
の
活
動
に
つ
い
て

意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

市
内
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
情
報
も
他
県
と
の
交
流
を
通

じ
る
こ
と
で
、
新
た
な
視
点
も
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

他県との視察研修会

令
和
７
年
度

郡
山
市
高
齢
者
作
品
展

日
時

12
月
20
日(

土)
・
21
日(

日)

・
23
日(

火)

午
前
９
時
～
午
後
４
時
ま
で

※

表
彰
式
は
20
日
㈯
午
前
10
時
〜

場
所

け
ん
し
ん
郡
山
文
化
セ
ン
タ―

1
階
展
示
室

展
示
内
容

郡
山
市
在
住
の
60
歳
以
上
の
方
が
制
作
し

た
絵
画
や
書
な
ど
の
作
品
展
示

※

今
回
は
来
場
者
の
投
票
で
選
定
す
る
新
し
い

賞
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

多
く
の
方
に
ご
来
場
い
た
だ
き
、
あ
な
た
の

お
気
に
入
り
の
作
品
を
ぜ
ひ
見
つ
け
て
く
だ

さ
い
。
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
郡
山
市
社
会
福
祉
協
議
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市内から出展された多くの作品

素晴らしい作品にくぎ付けの様子

講
義
を
聞
き
、
関
係
機

関
と
の
連
携
に
つ
い
て
意

見
交
換
会
を
行
い
ま
し

た
。

研修会の企画・運営も行います。

地
域
を
「  

見
守
る
」・「  

つ
な
が
り
」を
つ
く
る

民
生
委
員
・児
童
委
員
を
ご
存
じ
で
す
か
？

毎
月
、
集
ま
り

情
報
共
有
を
行
い
ま
す
。

研
修
会
に
参
加
し
、
知
見
や

見
識
を
広
め
ま
す
。

ど
う
や
っ
た
ら
民
生
委
員
に
な
れ
る
の
？

そ
の
市
町
村
に
住
ん
で
い
る
18
才
以
上
の
人
で
、
地
域

の
中
で
推
薦
さ
れ
た
人
が
選
ば
れ
ま
す
。

ど
ん
な
人
が
民
生
委
員
を
や
っ
て
い
る
の
？

60
才
以
上
の
人
が
多
い
で
す
が
、
子
育
て
や
仕
事
を

し
な
が
ら
民
生
委
員
を
や
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

民
生
委
員
は
１
人
で
活
動
し
て
い
る
の
？

他にもいろいろな
取り組みをしています

行政への協力や、地
域で行われるサロンや
訪問活動の福祉活動へ
の協力も行っており、地
域の中では欠かせない
存在です。

子育てサロンなどにも協力して
いる民生委員さんがいます。

み
な
さ
ん
は
「民
生
委
員
・児
童
委
員
」を
ご
存
じ
で
す

か
？
民
生
委
員
・児
童
委
員
は

私
た
ち
が
、
地
域
で
安
心
し

て
く
ら
せ
る
よ
う
、
生
活
の
困
り
ご
と
を
聞
い
た
り
、
市
役

所
・町
役
場
な
ど
の
相
談
先
を
教
え
た
り
と
い
っ
た
活
動
を

し
て
い
る
人
た
ち
で
す
。
ま 

た 

、
子 

ど 

も 

の 

見 

守 

り 

を 

し 

た 

り 

、
子 

育 

て 

に
つ
い
て
の
相
談
に
の
っ
た
り
も
し
て

い
ま
す
。

は 

い 

。
民 

生 

委 

員 

は 

秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け

は
い
。
民
生
委
員
は
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け

民
生
委
員
に
相
談
し
た
秘
密
は
守
っ
て
も
ら
え
る
の
？

な
い
と
法
律
で
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
安
心
し
て

相
談
で
き
ま
す
。

民
生
委
員
は
１
人
で
活
動
し
て
い
る
の
？

い
い
え
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
民
生
委
員
が
集
ま 

っ 

て 

、
相 

談 

や 

勉 

強 

会 

を 

す 

る 

な 

ど 

、
み 

ん
な

で
協
力
し
て
い
ま
す
。

い
い
え
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
民
生
委
員
が
集
ま
っ

て
、
相
談
や
勉
強
会
を
す
る
な
ど
、
み
ん
な
で
協
力

し
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
は
「  
民
生
委
員
・児
童
委
員
」を
ご
存
じ
で
す
か
？

み
な
さ
ん
は
「民
生
委
員
・児
童
委
員
」を
ご
存
じ
で
す

か
？
民
生
委
員
・児
童
委
員
は

私
た
ち
が
、
地
域
で
安
心
し

て
く
ら
せ
る
よ
う
、
生
活
の
困
り
ご
と
を
聞
い
た
り
、
市
役

所
・町
役
場
な
ど
の
相
談
先
を
教
え
た
り
と
い
っ
た
活
動
を

し
て
い
る
人
た
ち
で
す
。
ま 

た 

、
子 

ど 

も 

の 

見 

守 

り 

を 

し 

た 

り 

、
子 

育 

て 

に
つ
い
て
の
相
談
に
の
っ
た
り
も
し
て

い
ま
す
。

民
生
委
員
・児
童
委
員
は
私
た
ち
が
、
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
、
生
活
の
困
り
ご
と
を
聞
い
た
り
、
行
政
な
ど
の
相

談
先
に
つ
な
ぐ
と
い
っ
た
活
動
を
し
て
い
る
人
た
ち
で
す
。

ま
た
、
子
ど
も
の
見
守
り
や
、
子
育
て
に
つ
い
て
の
相
談
に
も

の
っ
て
い
ま
す
。

お
住
ま
い
の
地
域
の
民
生
委
員
・児
童
委
員
に

関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
こ
ち
ら↓

市
保
健
福
祉
総
務
課
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